
人材紹介に関する基本契約書 
 

ジャパンシステム株式会社（以下｢甲｣という）と一般財団法人 雇用開発センター（以下｢乙｣という） とは、

甲からの依頼に基づき乙が甲に行う人材の紹介に関して、以下のとおり基本契約を締結する。 

 

（適用） 

第１条 本契約は、甲の社員の採用の円滑な推進を図るため、人材の紹介を甲より乙へ委託する場合に適用する。
また、本契約は、乙が本業務を行うために必要な情報の提供について規定するものとする。 

 

（委託の範囲） 

第２条 乙は甲の人材採用計画に対し、その内容を的確に把握した上で、甲のニーズに合致した人材を探し、甲
に対しその人材を紹介し、採用にいたらしめる迄の活動を行う。 

 

（選考採用） 

第３条 甲は、乙が前条により紹介した人材を自ら選考の上、適当と認めた場合には、求人条件等に基づき採用
する。この場合、乙は甲に必要なアドバイスを行い、その他の採用選考の支援を行うものとする。 

 

（対価の支払及び時期） 

第４条 甲は、乙が紹介した人材を採用し、入社に至った場合、人材紹介の対価として、甲が採用する人材の初
年度標準年収（賞与標準評価額を加えた基本給及び固定的に支払われる手当をいい、通勤手当、残業手当、各
種変動手当等を含まない。）の３５％相当額及びその消費税相当額を支払う。 

２ 乙が紹介した人材が、専ら甲の事由により退職に至った場合、いったん受領した前項の対価は返却しな

い。なお、当該退職が甲による前項の対価の支払い前であっても、甲の対価支払い債務は消滅しないものと

する。 

３ 乙が紹介した人材が、６ヶ月以内に、甲の就業規則等に基づき解雇に至った場合、および本人の責めに帰

すべき事由により退職に至った場合、下記のとおり、第１項に定める対価を返却するものとする。 

（１）１ケ月以内に雇用契約を終了した場合 80％ 

（２）３ケ月以内に雇用契約を終了した場合 50％ 

この場合、甲の依頼があれば、乙は引き続き誠意をもって別の人材の紹介を行う。 

４ 甲は、採用が決定した人材の入社日から起算して２ケ月以内に第 1 項に定める対価及びその消費税相当

額を乙の指定する口座に振り込むものとする。振込手数料は、甲の負担とする。 

 

（労働条件の明示と確認） 

第５条 甲は、乙が紹介した人材について採用を決定した場合には、入社するに当たって労働基準法第 

15 条に基づく労働条件明示書面の写しを乙にも交付するものとする。この場合、乙は本人に同明示書を手

交し、その内容を確認する。なお、甲及び本人との間で別途雇用契約を締結するものとする。 

 

（情報の守秘義務） 

第６条 甲及び乙は、本業務の遂行に関して得られた甲の会社に関する情報及び乙が紹介した人材（採用に至ら
なかった者を含む。）に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩することを禁止し、相互に守秘義務を
負うものとする。 

 

（契約に定めのない事項等の取扱い） 

第７条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は解釈上の疑義を生じた場合、甲、乙協議の上、決定するも
のとする。 

 



（反社会的勢力に関わる事項） 

第８条     甲および乙は、自ら（代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員を含む）が反社会的勢力
（暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の
反社会 的勢力をいう。以下同じ）ではないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力と関係を有
していないこと、反社会的勢力を利用しないこと、法的責任を超えた不当な要求を行わないこと、業務を妨
害する行為や名誉・信用を毀損する行為を行わないことを誓約し、保証する。 

２ 甲または乙が前項に違反した場合、相手方当事者は直ちに本契約およびその他締結済みの契約を解除

できるものとし、当該解除権の行使により有責当事者に損害が生じても、相手方当事者は損害賠償責任

を負わない。 

３ 前項による解除権の行使は、有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。 

 

（有効期間） 

第９条 この契約書の有効期間は令和5年12月12日から令和6年12月11日までの 1 年間とする。なお、有効 

期間満了 1ヶ月前までに甲、乙異議のないときは、さらに同一条件で同一期間自動的に更新するものとし、

以降も同様とする。 

 

（損害賠償） 

第１０条 甲または乙は、本契約に違反し相手方または第三者に損害を与えた場合、相手方または第三者に対し、
当該損害を賠償する責任を負う。 

 

（裁判管轄） 

第１１条 本契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（残存） 

第１２条 本契約が終了した後といえども、第４条（対価の支払及び時期）第３項、第６条（情報の守秘義務）、
第１０条（損害賠償）、第１１条（裁判管轄）の効力は存続する。 

 

以上、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約にお

いては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。 

令和5年12月12日 

 

（住 所）東京都渋谷区代々木1-22-1 JRE代々木一丁目ビル3階 

 甲（会社名）ジャパンシステム株式会社 

（氏 名）取締役 代表執行役社長 齋藤 英明 

 

 

（住 所）東京都千代田区永田町１丁目11番28号合人社東京永田町ビル５Ｆ 

乙 (会社名）一般財団法人 雇用開発センター（有料職業紹介事業許可番号）13－ユ－309694 

（氏 名）代表理事 中道 浩 
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